
大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第１章 総 則    

第 １ 条    目  的 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ２ 条    基本方針 
－ 

（本文十一号） 
－ 

保安規定に係る基本方針であり、基本方針の内容である「保安活動は、…適切な

品質保証活動に基づき実施する。」は、本文十一号に記載されるため、保安規定記

載は整合している。 

第 ２ 条の２  関係法令および本規定の遵守 

〇 

（本文十一号） 
〇※ 

※番号の繰り上げ、用語の置き換え等のみの変更（以下、保安規定変更有無の※

にて同様） 

 

社長が法令等を確実に遵守するための取り組みについて、本文十一号（5.1 経営

責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ(6)）に規定しており、保安規定記

載は、これに整合している。 

第２章 品質保証    

第 ３ 条    品質マネジメントシステム計画 ○ 

（本文十一号） 
〇 

設置許可本文（十一号）との比較により、保安規定記載の設置許可との整合性を

整理している。 

第３章 保安管理体制    

第１節 組織および職務    

第 ４ 条    保安に関する組織  

〇 

（添付書類五、八） 
－ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に記載があるが、保安規

定記載は現組織に合わせて変更されている。 

また、本文十一号（5.5 責任、権限及びコミュニケーション）において、組織の

責任と権限を明確化する旨記載されており、保安規定記載はこれに整合してい

る。 

第 ５ 条    保安に関する職務 

〇 

（添付書類五、八） 
〇 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に記載があるが、保安規

定記載は現組織に合わせて変更されている。 

また、本文十一号（5.5 責任、権限及びコミュニケーション、8.2.4 機器等の検査

等(5)）において、組織の責任と権限を明確化する旨記載、使用前事業者検査等の

独立性について記載されており、保安規定記載はこれに整合している。 

第２節 原子力発電安全委員会および原子力発電安全運営委員会    

第 ６ 条    原子力発電安全委員会  〇 

（添付書類五、八） 
－ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に原子力発電安全委員会

を設置する旨の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７ 条    削除     

第 ８ 条    原子力発電安全運営委員会 〇 

（添付書類五、八） 
〇※ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に原子力発電安全運営委

員会を設置する旨の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第３節 主任技術者    

第 ９ 条    原子炉主任技術者の選任 〇 

（添付書類五、八） 
〇※ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第 ９ 条の２  電気主任技術者およびボイラー・タービン主任

技術者の選任 

〇 

（添付書類五、八） 
－ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.2 保安管理体制）に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第 １０ 条    原子炉主任技術者の職務等 
〇 

（添付書類五） 
〇※ 

設置許可添付書類五に、原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保

安の監督を誠実かつ最優先に行う旨の記載があり、保安規定記載はこれらに整合

している。 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第 １０ 条の２  電気主任技術者およびボイラー・タービン主任

技術者の職務等 
－ － 

設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４節 削除    

第 １１ 条    削除    

第４章 運転管理    

第１節 通 則    

第 １２ 条    構成および定義 
－ － 

設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

（保安規定第 1編内の定義、第 4章内の構成について記載しているのみ） 

第１２条の２   原子炉の運転期間 － 〇※ 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 １３ 条    運転員等の確保 〇 

（本文、添付書類八、

十） 

－ 

設置許可本文、添付書類八（11.2 保安管理体制）、添付書類十（5.1 重大事故等対

策）他に運転員等の体制に関する記載があり、保安規定記載はこれらに整合して

いる。 

第１３条の２   運転管理業務 

－ 

（添付書類八） 
〇 

設置許可添付書類八（11.3 運転管理）に運転管理業務について記載されている。

保安規定に定める原子炉施設運転上の制限、条件及び異常時の措置を遵守すると

ともに、原子炉施設の運転に習熟した者を確保し、機器の性能及び状態を的確に

把握した上で行うことの他、運転員の教育訓練、異常時の運転手順書等について

の記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 １４ 条    巡視点検 〇 

（添付書類八） 
〇 

設置許可添付書類八（1.7 火災防護に係る基本方針など）他に巡視点検を行う旨

記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 １５ 条    運転管理に関する社内標準の作成 ○ 

（本文、添付書類八、

十） 

〇※ 

設置許可本文、添付書類八（1.1.1.9 誤操作防止及び容易な操作、11.3 運転管

理）、添付書類十他に異常時の運転手順書等の記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 １６ 条    引  継  － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 １７ 条    原子炉起動前の確認事項  － 〇※ 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 １８ 条    火災発生時の体制の整備  〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（1.7 火災防護に関する基本方針、11.8 非常時の措

置）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１８条の２   内部溢水発生時の体制の整備 〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（1.8 溢水防護に関する基本方針、11.8 非常時の措

置）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１８条の２の２ 火山影響等発生時の体制の整備 〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（1.10 火山防護に関する基本方針、11.8 非常時の措

置）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１８条の３   その他自然災害発生時等の体制の整備 〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（1.9 竜巻防護に関する基本方針、11.8 非常時の措

置）他に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１８条の４   資機材等の整備 〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1 非常用電源設備）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第１８条の５   重大事故等発生時の体制の整備 〇 

（本文、添付書類十） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（11.8 非常時の措置）、添付書類十（5.1 重大事故等

対策）他に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１８条の６   大規模損壊発生時の体制の整備 
〇 

（本文、添付書類十） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（11.8 非常時の措置）、添付書類十（5.2 大規模な自然

災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事

項、11.8 非常時の措置）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第２節 運転上の留意事項    

第 １９ 条 水質管理 
〇 

（添付書類八） 
－ 

設置許可添付書類八(5.1 1 次冷却設備、5.8 化学体積制御設備)に蒸気発生器 2 次

側の水質管理、1 次冷却材の水質管理に係る記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第１９条の２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁管理 〇 

（添付書類八） 
〇※ 

設置許可添付書類八(5.1 1 次冷却設備)に原子炉冷却材圧力バウンダリとなる隔

離弁の施錠管理に係る記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第３節 運転上の制限    

第 ２０ 条 停止余裕 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ２１ 条 臨界ボロン濃度 〇 

（添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ２２ 条 減速材温度係数 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ２３ 条 制御棒動作機能 ○ 

（添付書類八、添付書類

十） 

〇※ 

設置許可添付書類八（6.1 原子炉制御設備）、添付書類十（1.1 安全評価に関する

基本方針）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ２４ 条 制御棒の挿入限界 ○ 

（添付書類八、添付書類

十） 

－ 

添付書類八（6.1 原子炉制御設備）、設置許可添付書類十（1.1 安全評価に関する

基本方針）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ２５ 条 制御棒位置指示 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（6.2 原子炉計装）に記載があり、保安規定記載はこ

れらに整合している。 

第 ２６ 条 炉物理検査－モード１－ ○ 

（添付書類八） 
－ 

添付書類八（6.2 原子炉計装）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合して

いる。 

第 ２７ 条 炉物理検査－モード２－ ○ 

（添付書類八） 
〇※ 

添付書類八（6.2 原子炉計装）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合して

いる。 

第 ２８ 条 化学体積制御系（ほう酸濃縮機能） ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ２９ 条 原子炉熱出力 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類二（3 熱出力および熱平衡）他に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第 ３０ 条 熱流束熱水路係数（ＦＱ(Z)） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ３１ 条 核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦＮ
△Ｈ） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ３２ 条 軸方向中性子束出力偏差 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.3 核設計）に記載があり、保安規定記載はこれら

に整合している。 

第 ３３ 条 1/4 炉心出力偏差 〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（6. 計測制御系統施設）他に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ３４ 条 計測および制御設備 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（6. 計測制御系統施設）他に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第 ３５ 条 ＤＮＢ比 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3.4 熱水力設計）他に記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第 ３６ 条 １次冷却材の温度・圧力および１次冷却材温度変化率 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ３７ 条 １次冷却系－モード３－ ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文（五号）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ３８ 条 １次冷却系－モード４－ ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.2 余熱除去設備）に記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第 ３９ 条 １次冷却系－モード５（１次冷却系満水） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.2 余熱除去設備）に記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第 ４０ 条 １次冷却系－モード５（１次冷却系非満水） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.2 余熱除去設備）に記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第 ４１ 条 １次冷却系－モード６（キャビティ高水位） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（4.2 使用済燃料ピット水浄化冷却設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ４２ 条 １次冷却系－モード６（キャビティ低水位） ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（4.2 使用済燃料ピット水浄化冷却設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ４３ 条 加圧器 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（6. 計測制御系統施設）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４４ 条 加圧器安全弁 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４５ 条 加圧器逃がし弁 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４６ 条 低温過加圧防護 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４７ 条 １次冷却材漏えい率 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４８ 条 蒸気発生器細管漏えい監視 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.1 １次冷却設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ４９ 条 余熱除去系への漏えい監視 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.2 余熱除去設備）に記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第 ５０ 条 １次冷却材中のよう素１３１濃度 ○ 

（本文、添付書類十） 
－ 

設置許可本文、添付書類十（4. 重大事故及び仮想事故の解析）に記載があり、保

安規定記載はこれらに整合している。 

第 ５１ 条 蓄圧タンク 
○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備）他に記載があり、保安規定記載はこれらに整合して

いる。 

第 ５２ 条 非常用炉心冷却系－モード１、２および３－ 

○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八(5.3 非常用炉心冷却設備)他に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

サーベイランスの実施方法について（実条件性能確認）の補足説明資料にて整合

を説明する。 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第 ５３ 条 非常用炉心冷却系－モード４－ 〇 

（本文、添付書類八） 
〇 

サーベイランスの実施方法について（実条件性能確認）の補足説明資料にて整合

を説明する。 

第 ５４ 条 燃料取替用水ピット ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.2 余熱除去設備）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ５５ 条 削除    

第 ５６ 条 原子炉格納容器 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（9.1 原子炉格納施設）他に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ５７ 条～第６３条 削除  －  

第 ６４ 条 原子炉格納容器スプレイ系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

サーベイランスの実施方法について（実条件性能確認）の補足説明資料にて整合

を説明する。 

第 ６５ 条 アニュラス空気浄化系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（9.3 アニュラス空気浄化設備）他に記載があり、保

安規定記載はこれらに整合している。 

第 ６６ 条 アニュラス ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（9.1 原子炉格納施設）他に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ６７ 条 主蒸気安全弁 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.11 蒸気タービン及び附属設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ６８ 条 主蒸気隔離弁 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.11 蒸気タービン及び附属設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ６９ 条 主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バ 

イパス制御弁 

○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類十（2.3 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化）他に

記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７０ 条 主蒸気逃がし弁 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.11 蒸気タービン及び附属設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７１ 条 補助給水系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.11 蒸気タービン及び附属設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７２ 条 復水ピット ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5.11 蒸気タービン及び附属設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７３ 条 原子炉補機冷却水系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.9.1 原子炉補機冷却設備）他に記載があり、保安

規定記載はこれらに整合している。 

第 ７４ 条 原子炉補機冷却海水系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（5.9.2 原子炉補機冷却海水設備）他に記載があり、

保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７５ 条 制御用空気系 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（6.9.1 制御用空気設備）他に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第 ７６ 条 中央制御室非常用循環系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（8.2  換気空調設備）他に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ７７ 条 安全補機室空気浄化系 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（9.3  アニュラス空気浄化設備）に記載があり、保

安規定記載はこれらに整合している。 

第 ７８ 条 外部電源 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第７８条の２、第７８条の３ 削除    



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第 ７９ 条 ディーゼル発電機－モード１、２、３および４ ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８０ 条 ディーゼル発電機－モード１、２、３および４以外－ ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８１ 条 ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８２ 条 非常用直流電源－モード１、２、３および４－ ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８３ 条 非常用直流電源－モード５、６および 

照射済燃料移動中－ 

○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８４ 条 所内非常用母線－モード１、２、３および４－ ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８５ 条 所内非常用母線－モード５、６および 

照射済燃料移動中－ 

○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（10.1  非常用電源設備）に記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ８６ 条 １次冷却材中のほう素濃度－モード６－ ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（3. 原子炉及び炉心）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ８７ 条 原子炉キャビティ水位 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ８８ 条 原子炉格納容器貫通部 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（5. 工学的安全施設）他に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第 ８９ 条 使用済燃料ピットの水位および水温 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第 ９０ 条 重大事故等対処設備 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類に重大事故等対処設備に係るに記載があり、保安規定記

載はこれらに整合している。 

第 ９１ 条 １次冷却系の耐圧・漏えい検査の実施 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第９１条の２ 安全注入系逆止弁漏えい検査の実施 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ９２ 条    運転上の制限の確認  

－ 〇 

設置許可に記載はないが、サーベランスについては、実条件性能確認の観点で実

施することを追加し、保安規定審査基準改正を反映したものであり、実施方法に

ついて、設置許可記載との整合性の観点で記載を追加している。 

第 ９３ 条    運転上の制限を満足しない場合 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ９４ 条    予防保全を目的とした点検・保 

修を実施する場合 
－ 〇 

設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ９５ 条    運転上の制限に関する記録 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第４節 異常時の措置    

第 ９６ 条    異常時の基本的な対応 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ９７ 条    異常時の措置 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第 ９８ 条    異常収束後の措置 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第５章 燃料管理    



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第 ９９ 条    新燃料の運搬 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１００条    新燃料の貯蔵 ○ 

（本文、添付書類八） 
－ 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０１条    燃料の検査 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０２条    燃料の取替等 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０３条    使用済燃料の貯蔵 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０４条    使用済燃料の運搬 ○ 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（4.1  燃料の取扱設備及び貯蔵設備）に記載があ

り、保安規定記載はこれらに整合している。 

第６章 放射性廃棄物管理    

第１０５条    放射性廃棄物管理に係る基本方針 
〇 

（本文、添付書類八、

九） 

〇 

設置許可本文、添付書類八（11.5 放射性廃棄物管理）、添付書類九（1. 放射線防

護に関する基本方針）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

（保安規定では、第 2条（基本方針）で ALARA を記載しているが、第 6章におい

ても追記） 

第１０５条の２  放射性固体廃棄物の管理 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

〇※ 

設置許可本文、添付資料八（7.3 固体廃棄物処理設備、11.5 放射性廃棄物管理）、

添付書類九（4.4  固体廃棄物処理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合

している。 

第１０５条の３  放射性廃棄物でない廃棄物の管理 － 〇※ 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１０５条の４  事故由来放射性物質の降下物の影響確認 － 〇※ 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１０５条の５  輸入廃棄物の管理 ○ 

（本文） 
〇 

設置許可本文（八号）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１０６条    放射性液体廃棄物の管理 ○ 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付資料八（7.2 液体廃棄物処理設備、11.5 放射性廃棄物管理）、

添付書類九（4.3  液体廃棄物処理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合

している。 

第１０７条    放射性気体廃棄物の管理 ○ 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付資料八（7.1 気体廃棄物処理設備、11.5 放射性廃棄物管理）、

添付書類九（4.2  気体廃棄物処理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合

している。 

第１０８条    放出管理用計測器の管理 〇 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（8.1 放射線管理設備）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第１０９条    頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第７章 放射線管理    

第１節 区域管理    

第１１０条    放射線管理に係る基本方針 
〇 

（本文、添付書類八、

九） 

〇 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（1. 放射線防護に関

する基本方針）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

（保安規定では、第 2条（基本方針）で ALARA を記載しているが、第 6章におい

ても追記） 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第１１０条の２  管理区域の設定・解除 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

〇 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.1  管理区域、保

全区域及び周辺監視区域の設定）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合し

ている。 

第１１１条    管理区域内における区域区分 〇 

（本文、添付書類九） 
－ 

設置許可本文、添付書類九（2.3.3  管理区域内の区分）に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第１１２条    管理区域内における特別措置 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１１３条    管理区域への出入管理 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.3.1 人の出入管

理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１１４条    管理区域出入者の遵守事項 〇 

（本文、添付書類九） 
－ 

設置許可本文、添付書類九（2.3.1 人の出入管理）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第１１５条    保全区域 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.5  保全区域内の

管理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１１６条    周辺監視区域 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.6  周辺監視区域

内の管理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第２節 被ばく管理    

第１１７条    放射線業務従事者の線量管理等 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

〇 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.4  個人管理）に

記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１１８条    床・壁等の除染 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第３節 外部放射線に係る線量当量率等の測定    

第１１９条    外部放射線に係る線量当量率等の測定 〇 

（本文、添付書類八、

九） 

－ 

設置許可本文、添付書類八（11.6 放射線管理）、添付書類九（2.2 管理区域等の管

理）に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１１９条の２  平常時の環境放射線モニタリング 〇 

（本文、添付書類九） 
〇 

設置許可本文、添付書類九（3.1 空間放射線量等の監視）に記載があり、保安規

定記載はこれらに整合している。 

第１２０条    放射線計測器類の管理 〇 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（8.1 放射線管理設備）に記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第４節 物品移動の管理    

第１２１条    管理区域外等への搬出および運搬 － 〇 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２２条    発電所外への運搬 － 〇 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第５節 請負会社の放射線防護    

第１２３条    請負会社の放射線防護 〇 

（添付書類九） 
－ 

設置許可添付書類九（1. 放射線防護に関する基本方針）に記載があり、保安規定

記載はこれらに整合している。 

第６節 その他    

第１２４条    頻度の定義 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第８章 施設管理    



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

第１２５条    施設管理計画 

〇 

（本文、添付書類八） 
〇 

設置許可本文、添付書類八（13.7 保守）に「保安規定に定める定期的な検査、保修

及び改造に関する事項を遵守」との記載があり、保安規定においては、原子力事業

者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用

ガイドとの整合を図る。 

第１２５条の２  設計管理 － 〇 

設置許可に記載はなく、保安規定においては、原子力事業者等における使用前事業

者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイドとの整合を図る。 

第１２５条の３  作業管理 － 〇 

第１２５条の４  使用前事業者検査の実施 － 〇 

第１２５条の５  定期事業者検査の実施 － 〇 

第１２５条の６  原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価

および長期施設管理方針 
－ 〇※ 

第９章 非常時の措置    

第１２６条    原子力防災組織 
〇 

（添付書類五、八） 
－ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.8 非常時の措置に基本的な方針の記載）に

記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１２７条    原子力防災要員 
〇 

（添付書類五、八） 
－ 

設置許可添付書類五、添付書類八（11.8 非常時の措置に基本的な方針の記載）に

記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

第１２７条の２  緊急作業従事者の選定 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２８条    原子力防災資機材等の整備 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１２９条    通報経路 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１３０条    原子力防災訓練 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１３１条    通  報 
〇 

（添付書類八） 
－ 

添付書類八（11.8 非常時の措置）に基本的な方針の記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第１３２条    原子力防災体制等の発令 
〇 

（本文、添付書類八） 
－ 

本文、添付書類八（11.8 非常時の措置）にに基本的な方針の記載があり、保安規

定記載はこれらに整合している。 

第１３３条    応急措置 
〇 

（添付書類八） 
－ 

添付書類八（11.8 非常時の措置）に基本的な方針の記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第１３４条    緊急時における活動 
〇 

（添付書類八） 
－ 

添付書類八（11.8 非常時の措置）に基本的な方針の記載があり、保安規定記載は

これらに整合している。 

第１３４条の２  緊急作業従事者の線量管理等 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１３５条    原子力防災体制等の解除 － － 設置許可に記載はなく、設置許可と保安規定記載に齟齬はない。 

第１０章 保安教育    

第１３６条    所員への保安教育 〇 

（添付書類五、八） 
〇※ 

添付書類五、添付書類八（11.9 教育訓練）に基本的な方針の記載があり、保安規

定記載はこれらに整合している。 

第１３７条    請負会社従業員への保安教育 〇 

（添付書類五） 
－ 

添付書類五に一部、協力会社を含む教育・訓練の記載があり、保安規定記載はこ

れらに整合している。 

第１１章 記録および報告    

第１３８条    記  録 〇 

（添付書類八） 
〇 

添付書類八（11.12 記録及び報告）に基本的な方針の記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 

第１３９条    報  告 〇 

（添付書類八） 
－ 

添付書類八（11.12 記録及び報告）に基本的な方針の記載があり、保安規定記載

はこれらに整合している。 



大飯発電所原子炉施設保安規定 第１編運転段階の発電用原子炉施設編（３号炉および４号炉） 

設置許可記載有無／保安規定変更有無等整理（案） 

 

変更後保安規定目次 
設置許可記載有無 

（〇：有り －：無し） 

保安規定変更有無 

（〇：有り －：無し） 
説明 

添付１   異常時の運転操作基準 ○ 

（本文、添付書類十） 
－ 

設置許可本文、添付書類十に記載があり、保安規定記載はこれらに整合してい

る。 

添付２   火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の

対応に係る実施基準 

○ 

（本文、添付書類八） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類八に記載があり、保安規定記載はこれらに整合してい

る。 

添付３   重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 ○ 

（本文、添付書類十） 
〇※ 

設置許可本文、添付書類十に記載があり、保安規定記載はこれらに整合してい

る。 

添付４   管理区域図 ○ 

（添付書類九） 
－ 

設置許可添付書類九に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

添付５   保全区域図 ○ 

（添付書類九） 
－ 

設置許可添付書類九に記載があり、保安規定記載はこれらに整合している。 

 


